
福島市スポーツ少年団本部規約 

 

第１章 名称および事務所 

  第１条  本部は、福島市スポーツ少年団本部と称する。 

  第２条  本部は、事務所を公益財団法人福島市スポーツ振興公社内におく。 

 

第２章  組織 

  第３条  本部は、福島市内の単位スポーツ少年団をもって組織する。 

 

第３章 目的および事業 

  第４条  本部は、スポーツを通して少年の心身を鍛練するため、市内のスポーツ少年団 

      を育成指導することを目的とする。 

  第５条  本部は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。 

         １．スポーツ少年団の登録 

         ２．スポーツ少年団指導者およびリーダーの育成 

         ３．スポーツ少年団の全市的事業の実施 

         ４．関係団体との連絡調整 

         ５．その他第４条の目的を達成するのに必要な事業 

 

第４章 総会 

  第６条  総会は、加盟団体代表委員および本部の役員をもって構成する。 

  第７条  総会は、本部長が招集し議長となる。 

  第８条  総会は、次の事項を審議決定する。 

     １．予算および決算 

         ２．規約改正 

         ３．年間行事予定 

         ４．その他重要事項 

  第９条  総会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれ 

      を決める。 

 

第５章 役員 

  第１０条  本部に次の役員をおく。 

            本部長１名、副本部長２名、常任委員若干名、監事２名 

  第１１条  本部長は、公益財団法人福島市スポーツ振興公社理事長をもってあてる。 

      ２ 副本部長、監事は総会で選出し、常任委員は本部長が指名する。 

  第１２条  本部長は、本部を代表し、会務を総括する。 

  第１３条  副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代行する。 

  第１４条  監事は、会計を監査する。 

  第１５条  常任委員は、本部の委任事項および緊急事項を処理する。 

  第１６条  常任委員会は、本部長、副本部長、および常任委員をもって構成し、常務を 

       処理する。 

          ２ 常任委員会は、本部長が招集し、議長となる。 

          ３ 常任委員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長 

            がこれを決める。 

   

 



第１７条  本部は、単位スポーツ少年団の指導者が相互に指導力の向上を図るため、 

       単位スポーツ少年団の指導者でスポーツ少年団指導者協議会を（以下「指導 

       者協議会」という。）をおくことができる。 

          ２ 指導者は、単位スポーツ少年団の推薦による。 

          ３ 指導者協議会に関することは、別表第１のとおりとする。 

  第１８条  本部は、各スポーツ種目の普及指導ならびにスポーツ大会の企画等を行な 

            うため、専門委員をおくことができる。 

          ２ 専門委員は、指導者協議会の推薦により、本部長が委嘱する。 

          ３ 専門委員に関することは、別表２のとおりとする。 

  第１９条  役員の任期は２ヶ年とし、再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残 

            任期間とする。 

 

第６章 事務局 

  第２０条  本部の事務を処理するため、事務局をおく。 

          ２ 事務局に事務局長、事務局次長、事務局員をおく。 

 

第７章 会計 

  第２２条  本部の経費は、次にかかげるものでこれにあてる。 

          １ 会       費   ３ 寄 付 金 

          ２ 交付金および補助金      ４ そ の 他 の 収 入 

  第２３条  本部の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

  附  則 

       本規約は、昭和４７年４月２１日から施行する。 

       本規約は、昭和５１年５月１７日から施行する。 

       本規約は、昭和６１年４月３０日から施行する。 

    本規約は、平成１４年５月１３日から施行する。 

    本規約は、平成１６年４月２３日から施行する。 

    本規約は、平成２０年４月２５日から施行する。 

    本規約は、平成２３年４月２２日から施行する。 

    本規約は、平成３０年５月 ２日から施行する。 

 

  別表第１（指導者協議会に関する事項） 

      指導者協議会に議長をおき、次のことについて協議する。 

       （１）指導者の資質向上と後継指導者の養成に関すること。 

       （２）スポーツ少年団本部の指導活動方針、情報活動に関すること。 

       （３）スポーツ種目を担当するため、専門委員の推薦に関すること。 

       （４）その他、スポーツ少年団の指導に関すること。 

 

  別表第２（専門委員に関する事項） 

    専門委員は、当該担当種目の中から委員長を互選し、次の事項を処理する。 

       （１）各種スポーツの技術の指導および普及に関すること。 

       （２）各種スポーツ大会の企画運営に関すること。 

       （３）その他各種スポーツ普及指導のため必要な事項。 

 

 



福島市スポーツ少年団指導者連絡協議会規程 

 

（名 称） 

  第１条  本会は、福島市スポーツ少年団指導者連絡協議会と称する。 

 

（事務所） 

  第２条  本会の事務所は、公益財団法人福島市スポーツ振興公社内におく。 

 

（組 織） 

  第３条  本会は各スポーツ少年団指導者をもって構成する。 

 

（目 的） 

  第４条  本会は福島市スポーツ少年団指導者相互の連携をはかり、指導力及び資質の 

      向上に努め、もってスポーツ少年団の育成と発展に寄与することを目的とする。 

 

（事 業） 

  第５条  本会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。 

          （１）指導者の相互研修及び資質向上に関すること。 

          （２）指導者の交流と情報交換に関すること。 

          （３）調査研究及び広報に関すること。 

          （４）その他前条の目的達成に必要な事業。 

 

（役 員） 

  第６条  本会に次の役員をおく。 

      会長 １名  副会長 ２名  理事 若干名  監事 ２名 

  第７条  役員は次の任務を行なう。 

          （１）会長は、この会を代表し、会務を総括する。 

          （２）副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する 

          （３）理事は、この会の執行責任を負うとともに緊急事項を処理する。 

          （４）監事はこの会の会計を監査する。 

  第８条  会長、副会長、監事は総会において選任する。 

          ２ 理事は総会において選出し、会長が委嘱する。 

  第９条  役員の任期は２ヶ年とする。ただし再任を妨げない。 

 

（事務局） 

  第１０条 この会の事務を処理するため、事務局をおく。 

         ２ 事務局に事務局長、事務局次長、事務局員をおく。 

 

（会 議） 

  第１１条 本会の会議は総会、理事会とし会長がこれを招集する。 

          ２ 総会は単位団代表指導者でもって構成し、年１回開催し次の事項を審議する。 

            ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。 

        （１）予算および決算に関すること。 

        （２）事業計画に関すること。 

        （３）役員の任免に関すること。 

        （４）規定の改廃に関すること。 



        （５）その他重要な事項に関すること。 

         ３ 理事会は会長、副会長、理事および幹事をもって構成し、必要に応じて会長が 

      これを招集する。 

 

（会 計） 

  第１２条 この会の経費は、次の収入をもってあてる。 

        （１）会費 （２）交付金・補助金 （３）寄付金およびその他の収入 

         ２ この会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わる。 

 

 附 則 

  この規程は、昭和５６年６月２４日から施行する。 

   この規程は、平成１４年５月１３日から施行する。 

  この規程は、平成１６年４月２３日から施行する。 

  この規程は、平成２３年４月２２日から施行する。 


